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船舶事故調査報告書 

 

                            平成３０年１２月１９日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉  

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１２月２３日 １９時１５分ごろ 

発生場所 京浜港東京第２区 

 晴海信号所から真方位１９７°７００ｍ付近 

（概位 北緯３５°３８.４′ 東経１３９°４６.２′） 

事故の概要 プレジャーボートOUTBACK
アウトバック

Ⅱは、南東進中、また、プレジャーボー

トCHIC
チ ッ ク

 DUCK
ダ ッ ク

 23 は、北東進中、両船が衝突した。 

CHIC DUCK 23 は、同乗者７人が負傷し、左舷船首部外板の破損等を

生じ、また、OUTBACKⅡは、同乗者１人が負傷し、右舷船首部外板に

破損を生じた。 

事故調査の経過 平成２９年１２月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート OUTBACKⅡ、４.４トン  

２３０－５５２５９東京、株式会社アウトバック 

７.７６ｍ（Lr）×２.６５ｍ×１.７４ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、２２０.７０kＷ、平成２８年９月 

Ｂ プレジャーボート CHIC DUCK 23、３.２トン 

２３０－５３１２３東京、本橋発動機株式会社 

６.３５ｍ（Lr）×２.５１ｍ×１.４６ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１１０.３０kＷ、平成２５年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

 免許登録日  平成２９年２月１０日 

免許証交付日 平成２９年２月１０日 

           （平成３４年２月９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 女性 ３７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成２１年３月３日 

    免許証交付日 平成２９年７月１９日 

           （平成３４年７月２６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 軽傷 １人（同乗者） 
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Ｂ 軽傷 ７人（同乗者７人） 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に破損 

Ｂ 左舷船首部外板に破損、船首部ハンドレールに曲損、左舷灯が脱

落 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、船長Ａの家族及び同乗者４人を

乗せ、花火大会を観覧した後、平成２９年１２月２３日１９時１０分

ごろ、法定灯火を表示し、千葉県浦安市所在のマリーナに向けて芝浦

ふ頭東方海域を出発した。 

船長Ａは、操舵室右舷側の操縦席に腰を掛けて操船に当たり、操縦

席の左側に立っていた船長Ａの家族と共に目視で見張りを行い、北東

進した後、有明ふ頭北東側の水路を約１２～１３㎞/h の速力（対地速

力、以下同じ。）で南東進した。 

Ａ船は、船長Ａが、船首方に北上する１０数隻の屋形船を認め、航

行の支障となる船舶がいないか確認しながら航行していたところ、右

舷方至近にＢ船を認め、機関操縦レバーを後進に操作したものの、１

９時１５分ごろ右舷船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

Ａ船は、船長Ａが１１８番通報を行い、晴海ふ頭の臨港消防署前の

桟橋に着桟した後、負傷した同乗者の１人が救急車で病院に搬送され

て鼻骨骨折等と診断された。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者７人を乗せ、花火大会を

観覧した後、１９時１１分ごろ、法定灯火を表示し、東京都中央区所

在のマリーナに向けて第６台場西方海域を出発した。 

船長Ｂは、豊洲ふ頭と晴海ふ頭との中間付近を船首目標に定め、操

舵室右舷側の操縦席に腰を掛けて操船に当たり、周囲に多数の船舶を

認め、レインボーブリッジ付近までは徐行運転し、レインボーブリッ

ジ下を通過後、約１０ノットの速力まで増速して北東進した。 

船長Ｂは、有明ふ頭北東側の水路など右舷方から接近する船舶がい

れば避航しなければいけないので、主に右舷方から接近する船舶がい

ないか注意し、目視で周囲の見張りを行いながら航行していたとこ

ろ、衝撃を受けてＡ船と衝突したことを知った。 

Ｂ船は、臨海消防署前の桟橋に着桟した後、負傷した同乗者７人が

救急車で病院に搬送されて肋
ろっ

骨骨折、頭部裂傷、打撲等と診断され

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参

照） 

 その他の事項  船長Ａは、北上する多数の屋形船の明かりに気を取られ、Ｂ船の灯

火を見落としたと本事故後に思った。 

 船長Ａは、北上する船舶が少なくなるまで待機しようと思ったが、
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同乗者を早く帰宅させようと思い、無理をしてしまったと本事故後に

思った。 

 船長Ｂは、周囲の見張りを行っていたつもりであったが、Ａ船の灯

火が陸岸の明かりに紛れてＡ船の灯火を見落としたと本事故後に思っ

た。 

 両船は、レーダーを装備していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、京浜港東京第２区を南東進中、花火大会終了直後の多数の

小型船舶が帰航する状況下、船長Ａが、船首方を航行する多数の屋形

船の明かりに注意を向け、右舷方の見張りを適切に行っていなかった

ことから、右舷方から接近するＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

船長Ａは、同乗者を早く帰宅させようと思ったことから、北上する

船舶が多い中を航行したものと考えられる。 

Ｂ船は、京浜港東京第２区を北東進中、花火大会終了直後の多数の

小型船舶が帰航する状況下、船長Ｂが、右舷方から接近する船舶がい

れば避航しなければいけないと思い、右舷方の見張りに注意を向け、

左舷方の見張りを適切に行っていなかったことから、左舷方から接近

するＡ船に気付かずに航行し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、Ａ船の灯火が陸岸の明かりに紛れたことから、接近する

Ａ船に気付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、京浜港東京第２区において、花火大会終了直後の

多数の小型船舶が帰航する状況下、Ａ船が、南東進中、Ｂ船が、北東

進中、船長Ａが、前方を航行する多数の屋形船の明かりに注意を向

け、右舷方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、右舷方

から接近する船舶がいれば避航しなければいけないと思い、右舷方の

見張りに注意を向け、左舷方の見張りを適切に行っていなかったた

め、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・都市部の夜間航海においては、陸上施設のライトアップ照明及び

街灯等陸岸に多くの照明がある状況下、他船の灯火が屋形船など

多くの明かりを点灯した船舶や陸岸の明かりに紛れて認識しづら

いことに留意し、周囲の見張りを適切に行うこと。 

・花火大会終了後、多数の船舶が航行を再開する場合、無理な航行

を行わず、航行船舶が少なくなるまで待機することが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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（平成２９年１２月２３日 

１９時１５分ごろ発生） 
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写真１ Ａ船 

   

 

 

写真２ Ｂ船 

 

 


